
当社は国連が定めた「持続可能な開発目標 SDGs」の趣旨に賛同し、
当社の事業を通じて持続可能な社会の実現を目指して、下記の取り組
みを実施していくことを宣言します。 

宣言日 

宣言者 

2024年2月20日 

株式会社 ウォームスTsuKuBa 
代表取締役  猪 瀬   た か 

重点的な取組テーマ 取組内容 関連するゴール 

信頼される事業運営 

コンプライアンス意識の醸成、法令や社内規

則、社会通念として確立されたルールやモラル

の遵守、ステークホルダーとの関係構築に努

め、信頼される事業運営に取り組みます。 

住み続けられる 
まちづくり 

不動産賃貸事業を通じて、テナントの安定し

た業務運営・地域住民へのサービスの提供に

携わり、地域活性化・住み続けられるまちづく

りに貢献します。 

多様性の尊重 

多様性の尊重、あらゆる差別・ハラスメントの

禁止に取り組み、新しい発想やイノベーション

の創出・誰一人取り残さない世界の実現に

貢献します。 

SDGs(Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標)は2015年に国連サ
ミットで採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 
17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one 
behind)を誓い、国、地方自治体、企業、市民すべてに行動が求められています。 


